
令和７年10月１日から令和8年3月31日までの随意契約

【政策企画部】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

政策推進課
行政評価システム機器等更
新に伴う最新ソフトウェア等の
納入業務

令和7年10月22日
株式会社　内田洋行　大
阪支店

大阪市中央区和泉町二丁目２
番２号

3,927,000

行政評価システムは株式会社内田洋行の開発したシステ
ムであり、本業務を実施するには、既存システムに熟知し
ている必要があり、現行システムの開発元である同社でな
ければ、適切な業務の履行ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

政策推進課
行政評価システム移行更新
業務

令和7年12月17日
株式会社　内田洋行　大
阪支店

大阪市中央区和泉町二丁目２
番２号

2,222,000

行政評価システムは株式会社内田洋行の開発したシステ
ムであり、本業務を実施するには、既存システムに熟知し
ている必要があり、現行システムの開発元である同社でな
ければ、適切な業務の履行ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

広報課
やお市政だより巻頭特集制作
支援業務

令和8年3月4日 株式会社シカトキノコ
大阪市東成区玉津三丁目14番
10号

1,883,750

当該事業者は、令和７年度実施の公募型プロポーザル方
式により選定され令和８年３月31日にかけて当該事業を
実施している。令和８年度における当該業務は、公募型プ
ロポーザル方式にて事業者を選定予定であるが、新たな
事業者による実施が行われるまでも継続的に実施する必
要があり、受託者である当該事業者でなければ、適切か
つ確実な業務履行ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

令和７年度　随意契約の公表（政策企画部）

※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
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担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

デジタル戦
略課

住民情報システムオペレー
ション業務委託契約

令和7年10月1日
株式会社日本ビジネス
データープロセシングセン
ター

兵庫県神戸市中央区伊藤町119
番地
大樹生命神戸三宮ビル10階

17,820,000
（契約総額）

本業務については、基幹業務の標準準拠システムへの移
行等によるオペレーション業務の変更が見込まれ、一般競
争入札に基づく長期間の契約締結が不適当と考えられ
る。よって、これまで同業務を委託していた同社と委託契
約を引き続き締結することが妥当であると判断したため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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